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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アプリケーションプロセッサーが、モデムから第１のネットワーク接続の確立通知を受
信した後、第１のネットワーク接続のデータリンクを確立するに必要なＡＰＮを検索し、
必要なＡＰＮが検索されてない場合、モデムへ第２のネットワーク接続へ切り替えること
を通知することと、
　モデムがアプリケーションプロセッサーから送信されたネットワーク接続変更通知を受
信した後、前記第２のネットワークへ切り替え、前記アプリケーションプロセッサーへ第
２のネットワーク接続のデータリンクを確立することを通知することと、を含み、
　前記第１のネットワーク接続の確立に必要なＡＰＮを検索することが、ＳＩＭカードが
属される通信事業者情報であるＳＩＭカード情報を読み取ることと、ＳＩＭカードが属さ
れる通信事業者情報に基づいて、予め集積された各通信事業者に対応するＡＰＮを含むＡ
ＰＮデータベースから対応する通信事業者のＡＰＮを捜索することとを含む端末によるデ
ータリンク自動的切り替え方法。
【請求項２】
　第１のネットワーク接続のデータリンクを確立するアクセスパラメータは、ＡＰＮを含
み、第２のネットワーク接続のデータリンクを確立するアクセスパラメータは、ＡＰＮを
含まない請求項１に記載の端末によるデータリンク自動的切り替え方法。
【請求項３】
　前記第１のネットワークはｅＨＲＰＤネットワークであって、前記第２のネットワーク
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はＨＲＰＤネットワークである請求項１または２に記載の端末によるデータリンク自動的
切り替え方法。
【請求項４】
　アプリケーションプロセッサーとモデムとを含む端末であって、
　前記アプリケーションプロセッサーは、前記モデムから第１のネットワーク接続の確立
通知を受信した後、第１のネットワーク接続のデータリンクを確立するに必要なＡＰＮを
検索し、必要なＡＰＮが検索されてない場合、モデムへ第２のネットワーク接続へ切り替
えることを通知し、
　前記モデムは、プリケーションプロセッサーから送信されたネットワーク接続変更通知
を受信した後、前記第２のネットワークへ切り替え、前記アプリケーションプロセッサー
へ第２のネットワーク接続のデータリンクを確立することを通知し、
　前記アプリケーションプロセッサーは、ＳＩＭカードが属される通信事業者情報である
ＳＩＭカード情報を読み取ることと、ＳＩＭカードが属される通信事業者情報に基づいて
、予め集積された各通信事業者に対応するＡＰＮを含むＡＰＮデータベースから対応する
通信事業者のＡＰＮを捜索することによって、第１のネットワーク接続の確立に必要なＡ
ＰＮを検索する端末。
【請求項５】
　前記第１のネットワーク接続のデータリンクを確立するアクセスパラメータは、ＡＰＮ
を含み、第２のネットワーク接続のデータリンクを確立するアクセスパラメータは、ＡＰ
Ｎを含まない請求項４に記載の端末。
【請求項６】
　前記第１のネットワークはｅＨＲＰＤネットワークであって、前記第２のネットワーク
はＨＲＰＤネットワークである請求項４または５に記載の端末。
【請求項７】
　モデムから送信された第１のネットワーク接続の通知を受信して、該第１のネットワー
ク接続の通知をデータリンク確立モジュールに送信するように構成される受信モジュール
と、
　受信モジュールから送信された情報を受信した後、第１のネットワーク接続の確立に必
要なＡＰＮを検索し、必要なＡＰＮが検索されてない場合、情報を送信して、データリン
クの確立プロセスを終了し、第１のネットワーク接続のデータリンク未確立の情報を送信
するように構成されるデータリンク確立モジュールと、
　データリンク確立モジュールから送信された情報を受信した後、モデムへ第２のネット
ワーク接続へ切り替えることを通知するように構成される送信モジュールと、を含み、
　前記受信モジュールは、モデムから送信された第２のネットワーク接続の通知を受信し
た後、該第２のネットワーク接続の通知をデータリンク確立モジュールへ送信し、
　前記データリンク確立モジュールは、第２のネットワーク接続のデータリンク確立プロ
セスを開始し、
　ここで、前記データリンク確立モジュールが第１のネットワーク接続のデータリンクを
確立するアクセスパラメータは、ＡＰＮを含み、第２のネットワーク接続のデータリンク
を確立するアクセスパラメータは、ＡＰＮを含まず、
　前記データリンク確立モジュールが、ＳＩＭカードが属される通信事業者情報であるＳ
ＩＭカード情報を読み取ることと、ＳＩＭカードが属される通信事業者情報に基づいて、
予め集積された各通信事業者に対応するＡＰＮを含むＡＰＮデータベースから対応する通
信事業者のＡＰＮを捜索することによって、第１のネットワーク接続の確立に必要なＡＰ
Ｎを検索するアプリケーションプロセッサー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信分野に関し、具体的に、端末によるデータリンク自動的切り替え方
法及び端末に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ＨＲＰＤ（Ｈｉｇｈ　Ｒａｔｅ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ）は、ＥＶＤＯ（Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ－Ｄａｔａ　Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ）とも呼ばれ、ＣＤＭＡに基づく（３ＧＰＰ２
プロトコル標準に基づく）高速無線データ技術である。最近、第４世代通信技術が成熟す
るに伴って、４Ｇ　ＬＴＥネットワークも超高速データ伝送速度と良好な性能とを有する
ことで汎用されている。しかし、ＬＴＥが３ＧＰＰプロトコル標準に基づくものであるの
で、ＣＤＭＡからＬＴＥへの進入の媒体として、ｅＨＲＰＤ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｈｉｇ
ｈ　Ｒａｔｅ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ）が生まれた。ｅＨＲＰＤは元のＨＲＰＤネット
ワークの進化であって補強である。ＬＴＥのコアネットワーク、ＥＶＤＯのアクセスネッ
トワークを介して、ＬＴＥへスムーズに切り替えることができる。ネットワークの結合方
式を改善して、リソースを一層合理的に利用できる。ｅＨＲＰＤとＨＲＰＤとは異なるデ
ータ接続方式を利用しており、ｅＨＲＰＤネットワークへアクセスする際にアクセスパラ
メータとしてＬＴＥネットワークヘアクセスする時と同一なＡＰＮを使用してデータリン
クを確立する点で顕著であって、これに対し、ＨＲＰＤネットワークの場合はＡＰＮを必
要とせずにアクセスしてデータリンクを確立することができる。しかし、端末が現在ｅＨ
ＲＰＤネットワークに登録しているが、端末がｅＨＲＰＤネットワークでデータリンクを
確立するに必要なＡＰＮを取得できない場合、データリンクを確立することができず、デ
ータ業務を利用できない状態になってしまう。
【０００３】
　本発明は、このような技術背景で、上述のような問題を解決するためになされたもので
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　当該部分は本開示の全般的な説明であって、全範囲又は全特徴の全面的な開示ではない
。
【０００５】
　本発明の実施例で提供する技術案が解決しようとする技術課題は、ネットワーク接続に
必要なＡＰＮがなくてデータリンクを正常に確立することができない場合に、他のネット
ワークへ自動的に切り替えてデータリンクを確立することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一態様によると、アプリケーションプロセッサーがモデムから第１のネットワ
ーク接続の確立通知を受信した後、第１のネットワーク接続のデータリンクを確立するに
必要なＡＰＮを検索し、ＡＰＮ検索が空きである場合、モデムへ第２のネットワーク接続
へ切り替えることを通知することと、モデムがアプリケーションプロセッサーから送信さ
れたネットワーク接続変更通知を受信した後、前記第２のネットワークへ切り替え、前記
アプリケーションプロセッサーへ第２のネットワーク接続のデータリンクを確立すること
を通知することと、を含む端末によるデータリンク自動的切り替え方法を提供する。
【０００７】
　本開示に係わる実施例において、前記第１のネットワーク接続のデータリンクを確立す
ることは、ＡＰＮをアクセスパラメータとしなければならず、第２のネットワーク接続の
データリンクを確立することは、ＡＰＮをアクセスパラメータとする必要がない。
【０００８】
　本開示に係わる実施例において、前記第１のネットワーク接続の確立に必要なＡＰＮを
検索することが、ＳＩＭカード情報を読み取って、ＳＩＭカード情報に基づいて、ＡＰＮ
データベースからＡＰＮを検索する。
【０００９】
　本開示に係わる実施例において、前記ＳＩＭカード情報はＳＩＭカードが属される通信
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事業者情報であって、前記ＡＰＮデータベースは予め集積された各通信事業者に対応する
ＡＰＮを含み、前記ＳＩＭカード情報に基づいてＡＰＮデータベースからＡＰＮを検索す
ることは、ＳＩＭカードが属される通信事業者情報に基づいてＡＰＮデータベースから対
応する通信事業者のＡＰＮを捜索することである。
【００１０】
　本開示に係わる実施例において、前記第１のネットワークはｅＨＲＰＤネットワークで
あって、前記第２のネットワークはＨＲＰＤネットワークである。
【００１１】
　本開示の一態様によると、アプリケーションプロセッサーとモデムとを含む端末であっ
て、前記アプリケーションプロセッサーは、前記モデムから第１のネットワーク接続の確
立通知を受信した後、第１のネットワーク接続のデータリンクを確立するに必要なＡＰＮ
を検索し、ＡＰＮ検索が空きである場合、モデムへ第２のネットワーク接続へ切り替える
ことを通知し、前記モデムは、アプリケーションプロセッサーから送信されたネットワー
ク接続変更通知を受信した後、前記第２のネットワークへ切り替え、前記アプリケーショ
ンプロセッサーへ第２のネットワーク接続のデータリンクを確立することを通知する端末
を提供する。
【００１２】
　本開示に係わる実施例において、前記第１のネットワーク接続のデータリンクを確立す
ることは、ＡＰＮをアクセスパラメータとしなければならず、第２のネットワーク接続の
データリンクを確立することは、ＡＰＮをアクセスパラメータとする必要がない。
【００１３】
　本開示に係わる実施例において、前記端末は、ｅＨＲＰＤネットワークアクセス能力を
有するＣＤＭＡフォーマットの端末である。
【００１４】
　本開示の一態様によると、
　モデムから送信された第１のネットワーク接続の通知を受信して、該情報を送信するよ
うに構成される受信モジュールと、
　受信モジュールから送信された情報を受信した後、第１のネットワーク接続の確立に必
要なＡＰＮを検索し、ＡＰＮの検索が空きである場合、情報を送信して、データリンクの
確立プロセスを終了し、第１のネットワーク接続のデータリンク未確立の情報を送信する
ように構成されるデータリンク確立モジュールと、
　データリンク確立モジュールから送信された情報を受信した後、モデムへ第２のネット
ワーク接続へ切り替えることを通知するように構成される送信モジュールと、を含み、
　前記受信モジュールは、モデムから送信された第２のネットワーク接続の通知を受信し
た後、該メッセージをデータリンク確立モジュールへ送信し、
　前記データリンク確立モジュールは、第２のネットワーク接続のデータリンク確立プロ
セスを開始し、
　ここで、前記データリンク確立モジュールが第１のネットワーク接続のデータリンクを
確立することは、ＡＰＮをアクセスパラメータとしなければならず、第２のネットワーク
接続のデータリンクを確立することは、ＡＰＮをアクセスパラメータとする必要がないア
プリケーションプロセッサーを提供する。
【００１５】
　本開示の一態様によると、
　第１のネットワーク接続を確立するように構成されるネットワーク接続モジュールと、
　第１のネットワーク接続のデータリンク確立プロセスを始動するため、第１のネットワ
ーク接続の情報をアプリケーションプロセッサーへ送信するように構成される送信モジュ
ールと、
　アプリケーションプロセッサーから送信されたネットワーク接続変更通知を受信した後
、前記ネットワークモジュールへ第２のネットワーク接続の確立を通知するように構成さ
れる受信モジュールと、を含み、
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　前記ネットワーク接続モジュールが第２のネットワーク接続を確立した後、前記送信モ
ジュールが、第２のネットワーク接続のデータリンク確立プロセスを始動するため、第２
のネットワーク接続の情報をアプリケーションプロセッサーへ送信し、ここで、第１のネ
ットワーク接続のデータリンクの確立を始動することは、ＡＰＮをアクセスパラメータと
しなければならず、第２のネットワーク接続のデータリンクの確立を始動することは、Ａ
ＰＮをアクセスパラメータとする必要がないモデムを提供する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の実施例で提供する技術案によると、移動端末が第１のネットワークに位置する
場合、第１のネットワーク接続に必要なＡＰＮを取得していないことでデータ業務を使用
できない時、第２のネットワークへ自動に切り替えてデータリンクを確立することができ
、このような状況でデータ業務を使用できない問題を解決する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
　ここで説明する図面は本発明を一層理解させるためのもので、本願の一部を構成し、本
発明に示す実施例及びその説明は本発明を解釈するもので、本発明を限定するものではな
い。
【図１】本開示に合致する実施例中の変復調装置ＭＯＤＥＭとアプリケーションプロセッ
サーＡＰの交換を示す図である。
【図２】本開示に合致する実施例中のアプリケーションプロセッサーＡＰがｅＨＲＰＤデ
ータリンクに必要なアクセスポイントＡＰＮを検索するプロセスを示す図である。
【図３】本開示に合致する実施例中のアプリケーションプロセッサーの構造を示す図であ
る。
【図４】本開示に合致する実施例中のモデムの構造を示す図である
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照しつつ実施例を結合して本発明を詳しく説明する。尚、矛盾しない限
り、本願の実施例及び実施例中の特徴を互いに組み合わせすることができる。そして、明
確に説明するため、図面と明細書において本発明と関係なく、当業者であれば周知の部品
や処理の図示とその説明を省略する。
【００１９】
　本発明において端末によるデータリンク自動的切り替え方法と端末を開示する。
【００２０】
　上述した方法は、アプリケーションプロセッサー（ＡＰ）がモデム（ＭＯＤＥＭ、無線
側とも呼ばれる）から第１のネットワーク接続の確立通知を受信した後、第１のネットワ
ーク接続の確立に必要なＡＰＮを検索し、ＡＰＮ検索が空きである場合、ＭＯＤＥＭへ第
２のネットワーク接続へ切り替えることを通知し、ここで、前記第１のネットワーク接続
のデータリンクを確立することは、ＡＰＮをアクセスパラメータとしなければならず、第
２のネットワーク接続のデータリンクを確立することは、ＡＰＮをアクセスパラメータと
する必要がなく、ＭＯＤＥＭがＡＰから送信されたネットワーク接続変更通知を受信した
後、前記第２のネットワークへ切り替えて、ＡＰ側へ通知することを含む。
【００２１】
　前記端末は、アプリケーションプロセッサー（ＡＰ）側とモデム（ＭＯＤＥＭ）側とを
含み、前記ＡＰ側はＭＯＤＥＭ側から第１のネットワーク接続の確立通知を受信した後、
第１のネットワーク接続の確立に必要なＡＰＮを検索し、ＡＰＮ検索が空きである場合、
ＭＯＤＥＭ側へ第２のネットワーク接続へ切り替えることを通知するように構成され、こ
こで、前記第１のネットワーク接続のデータリンクを確立することは、ＡＰＮをアクセス
パラメータとしななければならず、第２のネットワーク接続のデータリンクを確立するこ
とは、ＡＰＮをアクセスパラメータとする必要がなく、前記ＭＯＤＥＭ側はＡＰ側から送
信されたネットワーク接続変更通知を受信した後、第２のネットワークへ切り替えて、Ａ
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Ｐ側へ通知するように構成される。
【００２２】
　ここで、本開示に合致する一具体的な実施例において、前記第１のネットワークはｅＨ
ＲＰＤネットワークであって、前記第２のネットワークはＨＲＰＤネットワークである。
端末及びネットワークの提供者はｅＨＲＰＤモードを支援し、端末はｅＨＲＰＤネットワ
ークへのアクセス能力を有するＣＤＭＡフォーマットの端末である。以下、図１と２を結
合して詳しく説明する。
【００２３】
　図１を参照すると、ステップ１０１において、端末とネットワークのサーバーとがｅＨ
ＲＰＤネットワークモードを支援する場合、ＭＯＤＥＭがまずｅＨＲＰＤ　ｓｅｓｓｉｏ
ｎ協商に成功し、ネットワークモードがｅＨＲＰＤであると確定し、ネットワークモード
をＡＰ側へ通知する。
【００２４】
　ステップ１０２において、ＡＰ側はＭＯＤＥＭからのネットワークモードに関する通知
を受信した後、前記端末に記憶していたＡＰＮデータベースからｅＨＲＰＤデータリンク
の確立に必要なアクセスポイントＡＰＮを検索する。必要なアクセスポイントＡＰＮを検
索できないと判定した場合、ＡＰ側がネットワークモードをＣＤＭＡに修正して設定し、
ＭＯＤＥＭ側へＣＤＭＡモードへ切り替えることを通知する。
【００２５】
　ステップ１０３において、ＭＯＤＥＭ側は、ネットワークモードの設定の変化に応じて
、既に存在しているｅＨＲＰＤ　ｓｅｓｓｉｏｎ(ｓ)をオフし、ＨＲＰＤ　ｓｅｓｓｉｏ
ｎを改めて協商し、ネットワークをＨＲＰＤモードへ切り替えて、ＡＰ側へ通知する。
【００２６】
　ステップ１０４において、ＡＰ側は、ＭＯＤＥＭからのネットワークモードに関する通
知を受信し、再びデータリンク確立プロセスを開始し、ＨＲＰＤネットワークモードでは
ＡＰＮを検査する必要がないので、直接にｓｅｔｕｐ　ｄａｔａ　ｃａｌｌ命令を発する
。
【００２７】
　ステップ１０５において、ＭＯＤＥＭがＨＲＰＤ　ｄａｔａ　ｓｅｓｓｉｏｎ協商を開
始し、協商に成功した後、ｓｅｔｕｐ　ｄａｔａ　ｃａｌｌ　ｓｕｃｃｅｓｓ形態でＡＰ
側へ通知し、データリンク確立に成功し、これでＨＲＰＤデータリンク全体を完成する。
【００２８】
　ステップ１０２において、ＡＰ側は、ＭＯＤＥＭからのネットワークモードに関する通
知を受信した後、ＳＩＭカード情報を読み取ることで、前記端末に記憶していたＡＰＮデ
ータベースからｅＨＲＰＤデータリンクの確立に必要なアクセスポイントＡＰＮを検索す
る。図２を参照すると、その具体的なステップは以下のとおりである：
　ステップ２０１において、まず、ＳＩＭカードの初期化を完成したか否かを判定し、初
期化を完成した後、次のステップを実行する。
【００２９】
　ステップ２０２において、ＳＩＭカード情報を読み取って、ＳＩＭカードが属される通
信事業者情報を取得する。本実施例において、ＡＰによりＳＩＭカード中のＩＭＳＩ番号
を読み取って、前の５ビットの数値を解析し、当該５ビットの数値がＭＣＣ／ＭＮＣ(Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｏｄｅ／　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｄｅ)
である。例えば、ＳＩＭカードのＩＭＳＩ番号が「４６００１１５６２６５００１９」で
あると、前の５ビットは「４６００１」で、その中の「４６０」はＭＣＣで、「０１」は
ＭＮＣであって、ネットワーク識別コードテーブルから当該ＳＩＭカードが中国聯通通信
事業者に属されることが分かる。他の実施例において、ＳＩＭカード情報をＩＭＳＩ番号
以外から取得することもできる。
【００３０】
　各通信事業者が自体に属されるＡＰＮを規定しており、つまり、ＭＣＣ／ＭＮＣによっ
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て通信事業者のＡＰＮを検索することができる。端末製造者が各通信事業者のＡＰＮ情報
を収集して、端末のＡＰＮデータベースに集積する。
【００３１】
　ステップ２０３において、まず端末が電源投入段階でＡＰＮデータベースの初期化を完
成したか否かを判定し、初期化を完成した後、次のステップを実行する。
【００３２】
　ステップ２０４において、ステップ２０２にて取得したＭＣＣ／ＭＮＣに基づいて、Ａ
ＰＮデータベースを検索する。
【００３３】
　ステップ２０５において、ＳＩＭカード情報が端末注文に符合しないので、ＡＰＮの検
索結果は空きである。ＡＰＮがｅＨＲＰＤネットワークモードでｓｅｔｕｐ　ｄａｔａ　
ｃａｌｌ命令を発する必要な条件であることが成立しないので、データリンクの確立プロ
セスを実行しない。
【００３４】
　図３を参照すると、本発明はアプリケーションプロセッサーＡＰを更に提供する。前記
ＡＰは、受信モジュールと、データリンク確立モジュールと、送信モジュールと、を含む
。前記受信モジュールは、ＭＯＤＥＭから送信された第１のネットワーク接続の通知を受
信して、該情報をデータリンク確立モジュールへ送信する。データリンク確立モジュール
は、受信モジュールから送信された情報を受信した後、第１のネットワーク接続の確立に
必要なＡＰＮを検索し、ＡＰＮ検索が空きである場合、情報を送信して、データリンク確
立プロセスを停止し、第１のネットワーク接続のデータリンク未確立の情報を送信モジュ
ールへ送信する。送信モジュールは、情報を受信した後、ネットワーク変更通知を送信し
て、ＭＯＤＥＭへ第２のネットワーク接続へ切り替えることを通知する。ＭＯＤＥＭは第
２のネットワーク接続を確立した後、受信モジュールへ送信する。受信モジュールは、第
２のネットワーク接続の通知をデータリンク確立モジュールへ送信する。データリンク確
立モジュールは、ＡＰＮを検索する必要がなく、直接にｓｅｔｕｐ　ｄａｔａ　ｃａｌｌ
命令を発して、第２のネットワーク接続のデータリンク確立プロセスを開始する。
【００３５】
　図４を参照すると、本発明は更に、ネットワーク接続モジュールと、送信モジュールと
、受信モジュールとを含むモデムを提供する。前記ネットワーク接続モジュールは、まず
、第１のネットワーク接続を確立し、情報を前記送信モジュールへ送信する。送信モジュ
ールは、第１のネットワーク接続のデータリンク確立プロセスを始動するため、第１のネ
ットワーク接続の情報をＡＰへ送信する。ＡＰが第１のネットワーク接続の確立に必要な
ＡＰＮを検索できていないと、ネットワーク接続変更通知を送信する。前記受信モジュー
ルは、アプリケーションプロセッサーから送信されたネットワーク接続変更通知を受信し
た後、ネットワークモジュールへ第２のネットワーク接続を確立することを通知する。ネ
ットワーク接続モジュールは、第２のネットワーク接続を確立した後、送信モジュールが
、第２のネットワーク接続の情報をアプリケーションプロセッサーへ送信して、第２のネ
ットワーク接続のデータリンク確立プロセスを始動し、ここで、第１のネットワーク接続
のデータリンクの確立を始動することは、ＡＰＮをアクセスパラメータとしなければなら
ず、第２のネットワーク接続のデータリンクの確立を始動することは、ＡＰＮをアクセス
パラメータとする必要がない。
【００３６】
　上述した本発明に合致する実施例の説明によると、ｅＨＲＰＤネットワークアクセス能
力を有するＣＤＭＡフォーマットの端末の場合、ｅＨＲＰＤに必要なＡＰＮがなくて正常
にｅＨＲＰＤネットワークでデータリンクを確立することができない場合、特に、ＳＩＭ
カード情報が不正確でＡＰＮが検索されずデータ業務を使用することができない時、自動
にＨＲＰＤネットワークモードへ切り替えてデータリンクを確立することができ、このよ
うな場合においてデータ業務を使用できない問題を解決できる。
【００３７】
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　上述した本発明の各モジュール又は各ステップを共通の計算装置によって実現すること
ができ、単独の計算装置に集中させることができれば、複数の計算装置から構成されるネ
ットワークに分布させることもでき、更に計算装置が実行可能なプログラムコードによっ
て実現することもできるので、それらを記憶装置に記憶させて計算装置によって実行する
ことができ、場合によっては、他の順で図に示す又は説明したステップを実行することが
でき、又は夫々集積回路モジュールに製作し、又はそれらの中の複数のモジュール又はス
テップを単一の集積回路モジュールに製作して実現できることは当業者にとって明らかな
ことである。このように、本発明は如何なる特定のハードウェアとソフトウェアの結合に
も限定されない。
【００３８】
　以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業者であ
れば本発明に様々な修正や変形が可能である。本発明の精神や原則内での全ての修正、置
換、改良などは本発明の保護範囲内に含まれる。

【図１】 【図２】
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【図４】
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